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一般事業主行動計画の策定届出の推進について 

 

謹啓 師走の候ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より県会の運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

去る 11 月 12 日、次世代育成支援対策に関する関係機関による連絡会議が開催され、福島

労働局、福島県労政課、福島県中小企業団体中央会、福島県社会保険労務士会で、本年 12 月

末日までに策定届出を済ませるよう事業主に働きかけることを確認いたしました。（別紙チラ

シ参照） 

県会が福島労働局より受託した「一般事業主行動計画策定等支援事業」においても、101

人以上 300人以下の対象企業に対して 12月末日までに策定届出をできるよう、さら に支援（電

話・訪問による説明・助言等）を強化することとしております。 

ついては、従業員 101人以上 300人以下の企業の顧問をされている会員におかれましても、

12月末日までに一般事業主行動計画の策定届出を済まされますようご指導いただきたくよろ

しくお願いいたします。 

「一般事業主行動計画策定等支援事業」による対象企業への説明等を希望される場合は、

県会事務局へご連絡ください。 

なお、当事業の対象企業には、顧問社会保険労務士の有無に関わらず、既に「行動計画作

成・公表マニュアル、取組事例集」を送付しておりますので、策定にあたってご参照くださ

い。 

また、12 月中旬より福島労働局雇用均等室から「一般事業主行動計画」策定届出の点検の

ため各企業へ連絡がされますので申し添えます。 






